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第 3 回 定 例 会 （令和６年９月３日から９月 19日まで）

　第３回定例会（９月定例会）は、令和6年9月3日に開会され、会期を9月20日までの18日間と決定し、
全議案議了した後、19 日に閉会しました。
　初日は、請願 4件、人事案件 1件、その他案件 1件を審議し、採択、同意、可決しました。その後、
9議案を一括上程し、各常任委員会へ付託しました。
　19 日には意見書４件、各常任委員長の報告の後、条例改正 1件、規約変更協議 1件、補正予算 2件、
決算の認定 5件など 13 件を審議し、可決、認定しました。
　一般質問では 5人の議員が通告に基づき、それぞれが町政に対する質問、提言を行いました。

第126号

請　願 議　案

発　議

〇�子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関
わる制度の拡充を求める請願について
　・・・採択　
〇�教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策
の実行および教職員定数改善計画の策定・実施
と教育予算拡充を求める請願について
　・・・採択
〇�防災・減災対策の充実を求める請願について
　・・・採択
〇�義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願に
ついて・・・採択

〇�子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関
わる制度の拡充を求める意見書（案）
　・・・可決
〇�教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策
の実行および教職員定数改善計画の策定・実施
と教育予算拡充を求める意見書（案）
　・・・可決
〇�防災・減災対策の充実を求める意見書（案）
　・・・可決
〇�義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書
（案）・・・可決

〇�御浜町公平委員会委員の選任・・・筒井道夫氏
（柿原）の選任に同意
〇塵芥収集車の更新に係る財産の取得・・・可決
〇�御浜町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例

　・・・可決
〇�三重県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更
に関する協議・・・可決

〇�令和６年度御浜町一般会計補正予算（第２号）
　・・・可決
　 歳入歳出予算の総額 62 億 4,109 万 3 千円
〇令和６年度御浜町下水道事業会計補正予算
　（第１号）・・・可決
　 資本的収入の予定額 3億 7,650 万円
　 資本的支出の予定額 3億 4,033 万 6 千円
〇令和５年度御浜町一般会計歳入歳出決算
　・・・認定
　 歳入総額 54 億 2,236 万 2,109 円
　 歳出総額 52 億 1,905 万 4,400 円
〇令和５年度御浜町国民健康保険特別会計歳入　
　歳出決算・・・認定
　 歳入総額 14 億 2,253 万 2,240 円
　 歳出総額 11 億 3,461 万 7,947 円
〇�令和５年度御浜町後期高齢者医療特別会計歳入
歳出決算・・・認定
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令和６年９月12日・13日
　審査事項
　１．付託された９件の議案の審査
　　�担当課から補足説明を受けた後、質疑を行い、
審査の最後に討論・採決を行いました。

　

令和６年９月19日・10月４日
　協議事項
　①市木駐在所の建て替え移転について
　②ＪＲ阿田和駅の駅舎建て替えについて
　

令和６年7月17日 
　協議事項
　１． 地域の皆さんと議会との懇談会について

教育民生常任委員会

議 員 協 議 会

御浜町地域活性化調査研究特別委員会

総務産業常任委員会
令和６年９月10日
　審査事項
　１．付託された２件の議案の審査
　　�担当課から補足説明を受けた後、質疑を行い、
審査の最後に討論・採決を行いました。

　

令和６年８月22日
　協議事項
　１．第３回定例会について
　①定例会等の日程及び上程議案の審議日程等の協議

議会運営委員会

その他の活動

全 員 協 議 会
令和６年８月27日
　説明事項
　①市木駐在所の建て替え移転について
　②�御浜町耐震シェルター設置事業費補助金交付
要綱の改正について

　③ＪＲ阿田和駅の駅舎建て替えについて
　④�みえ熊野古道商工会熊野古道世界遺産登録 20
周年記念　集客・交流イベントへの支援につ
いて

　⑤�御浜町家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を求める条例の一部を改正する条例
について

　⑥令和７年度放課後児童クラブの運営について
　⑦塵芥収集車の更新に係る財産の取得について

　報告事項
　①�８月８日に発表された南海トラフ地震臨時情
報について

　②�第６次御浜町総合計画後期基本計画策定に係
る進捗状況について

　 歳入総額 2億 9,336 万 6,721 円
　歳出総額 2億 9,277 万 5,582 円
〇令和５年度御浜町下水道特別会計歳入歳出決算
　・・・認定
　 歳入総額 3億 376 万 7,450 円
　歳出総額 2億 6,293 万 1,720 円
〇令和５年度御浜町水道事業会計決算・・・認定
　 収益的収入総額 2億 2,897 万 4,153 円
　収益的支出総額 2億 1,612 万 9,075 円
　資本的収入総額 8,038 万円
　資本的支出総額 1億 8,156 万 5,519 円

　③�御浜町デジタル田園都市国家構想総合戦略等
の進捗状況等について

　④�三重交通バス路線『熊野新宮線』における停
留所の一部変更等について

　⑤御浜町福祉バスアンケート調査結果について
　⑥新型コロナワクチン定期接種について
　⑦�神木活性化施設（仮称）の新設について（経
過報告）

　⑧�「みえの一番星」販売イベントの実施について
　⑨保証金返還請求事件の判決確定について
　⑩紀南病院線の進捗状況について
　⑪�少子化を見据えた学校規模の適正化・適正配
置について

　



3

御浜町議会だより特別委員会

全国町村議会広報研修会

常任委員会町内巡視

令和６年７月31日
　協議事項
　１．議会だより第125 号について
　

令和６年９月25日
　研修先　ニッショーホール（東京都）

総務産業常任委員会
令和６年７月５日
　巡視先：�地域おこし協力隊及び集落支援員との

懇談会、建設業組合との懇談会、道の駅
パーク七里御浜スロープ整備予定地、町
道紀南病院線、町道井田山地線、町道紀
南病院線、小松橋

教育民生常任委員会
令和６年７月30日
　巡視先：�養護老人ホーム松濤園施設長との懇談

会、放課後デイサービスＳＯＬＥＩＬ、
市木のいぶき、寺谷総合公園（トイレ）、
阿田和中学校急傾斜地、きなん苑施設長
との懇談会

１．世古　正�議�員

①子供たちの食物アレルギー対応について             　     

② 化学物質過敏症・シックハウス症候群・電
磁波過敏症の対応について   

③ 南海トラフ地震及び地球温暖化にともなう
対策について

２．野地本　隆�議�員

① 防災について

② 技術職員の人材確保について

３．池上　勝生�議�員

① 御浜町学校規模適正化を見据えた町づくり
について          

② 御浜町のまちづくりに関するアンケート調
査結果について    

③紀州犬の保存・普及について

４．宇城　公子�議�員

①ＪＲ阿田和駅の駅舎建て替えについて

５．髙岡　　洋�議�員

① 町長の政治姿勢（注力しなければならない
カンキツ振興。結果が見えない観光商工事
業。不適地に移転を推進する市木駐在所。）

② 御浜町の小中学校規模の適正化、適正配置
後の将来展望について

令和６年
第３回御浜町議会定例会
一般質問通告書（通告順）
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（議員のなり手不足動画）
なり手不足動画ＱＲコード 御浜町議会　議長　山本　章

全国の町村議会で増える無投票・定数割れ！ 全体の 3 分の 1を超える議会が無投票に！！
　今回は、前号の議会だよりで少し触れさせていただいた「町村議会議員のなり手不足」について書
かせていただきます。

・現状と課題
　有識者で作る全国町村議会議長会の検討会は、本年 4 月、町と村の議会議員選挙は今後 3 分の 1 以
上が無投票となる可能性があると指摘し、幅広く対策を講じるべきだとする報告書をとりまとめまし
た。立候補者が「定数＋１」の無投票を辛うじて回避した町村の数 299 を加えると全体の約 6 割にな
るとのこと。（うち 31 町村が定数割れ）　[ 全国の町村数：町；743、村；183 合計 926]
　報告書では、なり手不足の要因として市議会などと比べて議員報酬が低いことや、高齢の男性議員
が議会の大半を占めていて、女性や若い世代が立候補しにくい状況となっていることなどをあげてい
ます。（参考 月額議員報酬　御浜町 21 万円、熊野市 34 万円、新宮市 35.2 万円）
　また、報告書では、住民の多様性を反映した合議体であることが議会の存在意義であり、なり手不足・
無投票は、議会の団体意思決定・政策立案・行政監視の各機能に大きな影響を及ぼし、議会の存在意
義や二元代表制の趣旨が損なわれることに繋がる。と警笛を鳴らすと共に、目先の選挙戦実現に固執
した短絡的な定数削減等は、なり手不足の悪循環を生み、ひいては地方自治の弱体化を招く。として
います。

・なり手不足対策
　なり手不足の対策としては、様々な広報ツールを駆使し老若男女を問わず情報を届ける、議会から
住民の生活圏に出向き交流する機会を増やす、多様な人材が議員になるための環境整備（デジタル化、
バリアフリー化）等、住民の皆さんに対する議会の「見える化」をあげています。

・御浜町議会議員選挙の現状
　御浜町議会議員選挙においても、平成 25 年と 29 年は「定数＋１」、前回令和 3 年は無投票となっ
ています。平成 25 年時 12 だった定数は、29 年から 2 削減の 10 となり、現在は定数 10 で 9 名の
議員で議会運営をおこなっています。（今西孝三議員が任期途中で逝去されたため）

・次期町議会議員選挙に向けて
　来年 11 月に予定されている 4 年に一度の町議会議員選挙。御浜町議会では、一般質問内容をきっ
ちりとお伝えする議会だよりの充実、地区ごとの住民の皆さんとの懇談会に加え、町内施設や団体さ
んとの意見交換会などをおこない「議会の見える化」に取り組んでいますが、今後は子育て世代の方、
農林水産業生産者の方との意見交換等、「より身近な議会」となるよう取り組みを進めると共に、「議
員のなり手不足」や「議員定数」についても、皆さまのご意見を聴かせていただく取り組みを進めて
参りたいと存じております。　

～議長のページ～
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食
物
・
化
学
物
質
・
電
磁
波
な
ど
の
子
ど
も

た
ち
へ
の
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
に
つ
い
て

質
問　

近
年
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

の
子
ど
も
た
ち
が
増
加
し
て
お

り
、
こ
こ
十
年
間
で
４
％
台
か

ら
８
％
台
へ
と
倍
加
し
て
い

る
。

　

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
事
故
の
防

止
を
図
る
た
め
に
国
は
関
係
各

機
関
に
対
し
て
対
策
の
強
化
を

求
め
て
き
て
い
る
。

　

全
国
的
に
は
給
食
時
の
ア
レ

ル
ギ
ー
事
故
で
命
を
な
く
す
事

例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

町
内
保
育
所
と
小
中
学
校
の

実
態
と
対
策

は
ど
の
よ
う

に
進
め
て
い

る
の
か
。

答
弁　

町
内
保
育
所
全
体
で

八
名
の
子
ど
も
に
除
去
食
の
提

供
で
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
を
し
て

い
る
。

　

小
中
学
校
で
は
二
十
二
名
の

児
童
生
徒
に
給
食
時
、
食
物
ア

レ
ル
ギ
ー
対
応
が
必
要
な
状
況

で
あ
る
。

　

現
在
、
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
食

や
代
替
副
食
等
で
対
応
し
て
い

る
が
、
一
名
は
対
応
が
困
難
な

児
童
生
徒
で
あ
り
、
家
庭
か
ら

の
弁
当
持
参
を
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
。

　

保
護
者
と
の
面
談
や
学
校
生

活
管
理
指
導
票
に
基
づ
き
、
給

食
セ
ン
タ
ー
の
栄
養
教
論
が
作

成
す
る
指
示
書
に
基
づ
き
、
該

当
す
る
個
々
の
児
童
生
徒
の
ア

レ
ル
ギ
ー
対
応
食
を
調
理
、
配

膳
し
て
い
る
。

　

な
お
、
現
在
御
浜
町
は
学
校

を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
る
の

か
、
答
弁
を
求
め
る
。

答
弁　

各
学
校
か
ら
の
報
告

で
は
、
電
磁
波
過
敏
症
の
疑
い

の
あ
る
児
童
生
徒
は
三
名
と
把

握
し
て
い
る
。

　

電
磁
波
過
敏
症
の
明
確
な
判

断
基
準
が
な
く
、
科
学
的
根
拠

も
な
い
と
し
て
お
り
、
一
人
一

台
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
機
器
の
使
用

に
よ
る
安
全
性
や
身
体
へ
の
影

響
は
適
切
に
対
応
さ
れ
て
い
る

と
認
識
し
て
い
ま
す
。

質
問　

電
磁
波
過
敏
症
の
特

性
は
突
然
の
頭
痛
・
目
ま
い
や

腹
痛
な
ど
体
調
不
良
を
訴
え
る

な
ど
の
症
状
が
出
て
く
る
。

　

タ
ブ
レ
ッ
ト
使
用
時
や
使
用

し
て
い
な
い
時
で
も
無
線
通
信

機
能
に
よ
り
常
時
電
波
が
出
て

い
る
状
況
に
あ
り
子
ど
も
た
ち

給
食
無
償
に
な
っ
て
お
り
、
給

食
セ
ン
タ
ー
で
対
応
で
き
な
い

子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
給
食
費

相
当
額
を
四
月
に
さ
か
の
ぼ
り

支
給
す
る
。

質
問　

文
部
科
学
省
は
障
害

の
あ
る
子
ど
も
、
と
も
に
学
ぶ

学
校
環
境
を
目
指
す
と
し
て
い

る
が
、
現
実
の
学
校
環
境
は
化

学
物
質
や
電
磁
波
な
ど
様
々
な

危
険
因
子
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
子

ど
も
に
よ
っ
て
は
、
弊
害
や
障

害
を
受
け
過
敏
症
を
発
症
す
る

子
ど
も
た
ち
は
苦
し
み
、
学
校

で
の
仲
間
と
と
も
に
成
長
し
仲

間
を
作
り
一
歩
一
歩
成
長
し
て

い
く
の
に
大
き
な
障
害
と
な
っ

て
い
る
。

　

過
敏
症
の
実
態
把
握
と
対
策

は
電
磁
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
。

　

外
国
で
も
国
内
の
進
ん
だ
と

こ
ろ
で
も
有
線
通
信
に
切
り
替

え
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
努

力
を
し
て
い
る
国
や
学
校
も
あ

る
。

　

過
敏
症
の
症
状
を
訴
え
る
子

ど
も
が
少
数
だ
か
ら
根
本
的
対

策
を
取
ら
な
く
て
も
い
い
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

答
弁　

世
界
で
い
ろ
い
ろ
な

知
見
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

認
識
し
て
い
る
。

　

政
府
総
務
省
の
見
解
に
基
づ

い
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
は
推
進
し
て

い
く
。

保
育
所
・
学
校
に
お
け
る
食

物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
実
態
把
握

と
具
体
的
対
策
は

化
学
物
質
・
電
磁
波
過
敏
症

対
策
に
つ
い
て

世古　正 議員

一 般 質 問
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一 般 質 問

避
難
所
へ
の
空
調
設
備
の
設
置
要
望

質
問　

大
地
震
に
対
す
る
備

え
と
し
て
、
事
前
対
策
が
必

要
だ
が
毎
年
、
猛
暑
が
続
く

中
、
暑
さ
で
体
調
を
崩
し
か
ね

な
い
。
そ
こ
で
避
難
所
へ
の
空

調
設
備
を
備
え
て
い
た
だ
き
た

い
。

答
弁　

公
民
館
等
に
冷
暖
房

設
備
を
設
置
す
る
と
と
も
に
主

要
な
４
カ
所
の
公
民
館
に
対
応

し
た
大
型
発
電
機
を
備
蓄
。
大

型
の
ス
ポ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
の
調

達
や
他
の
空
調
設
備
の
あ
る
避

難
所
へ
の
移
動
な
ど
最
善
の
対

応
を
と
っ
て
い
く
。

質
問　

職
員
の
防
災
訓
練
の

実
施
に
つ
い
て
。
町
職
員
の
防

災
訓
練
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ

れ
て
い
る
の
か
。

答
弁　

こ
れ
ま
で
緊
急
時
参

集
訓
練
や
災
害
対
策
本
部
の
運

営
訓
練
、
頭
上
訓
練
、
情
報
伝

達
訓
練
等
を
実
施
。

　

コ
ロ
ナ
禍
状
況
下
に
お
い
て

は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
今
年

度
は
新
採
職
員
等
対
象
に
救
急

救
命
講
習
の
実
施
や
職
員
向
け

の
訓
練
を
県
や
国
そ
の
他
行
政

機
関
と
も
協
力
し
な
が
ら
実
施

し
て
い
く
。

を
広
げ
る
工
夫
を
し
て
い
る
が

技
術
職
員
の
採
用
が
な
い
場
合

引
き
続
き
事
務
職
員
を
配
置
す

る
と
と
も
に
研
修
体
制
な
ど
を

し
っ
か
り
検
討
し
て
い
く
。

質
問　

毎
年
技
術
職
員
の
募

集
を
し
て
い
る
が
人
員
が
足
り

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
早
急
に

確
保
に
向
け
て
の
対
応
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
不
測
の
対
応

や
町
民
の
安
全
、
安
心
を
確
保

す
る
た
め
に
も
技
術
職
員
が
必

要
。

答
弁　

職
員
の
募
集
は
年
１

回
、
土
木
技
術
職
員
の
募
集
に

つ
い
て
は
年
２
回
か
ら
３
回
の

募
集
を
実
施
。

　

建
設
課
及
び
生
活
環
境
課
に

お
い
て
は
専
門
職
員
が
足
り
な

い
こ
と
か
ら
事
務
職
員
を
配
置

し
て
お
り
、
上
司
が
指
導
監
督

を
行
い
な
が
ら
業
務
に
従
事
し

て
い
る
状
況
。

　

新
た
に
建
築
技
術
、
電
気
技

術
、
機
械
技
術
ま
で
募
集
範
囲

防
災
に
つ
い
て�
避
難
所
の

空
調
設
備
に
つ
い
て

技
術
職
員
の
人
材
確
保
に
つ

い
て

野地本　隆 議員
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一 般 質 問

学
校
統
合
を
見
据
え
、
廃
校
の
活

用
に
よ
る
町
づ
く
り
を
考
え
る
。

池上　勝生 議員

質
問　

統
合
に
向
け
た
御
浜

町
学
校
規
模
適
正
化
計
画
が
今

年
度
中
に
策
定
さ
れ
ま
す
。

　

統
合
と
な
れ
ば
、
廃
校
と

な
っ
た
学
校
の
活
用
方
法
や
地

域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
な

ど
の
問
題
が
浮
上
す
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
こ
う
し

た
状
況
の
中
、
ど
の
よ
う
な
町

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
の
か

町
長
の
考
え
を
尋
ね
ま
す
。

答
弁　

学
校
規
模
適
正
化
を

見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て
は
、
適
正
化
の
基
本
と
な
り

ま
す
当
該
計
画
策
定
後
、
御
浜

町
総
合
計
画
の
基
本
構
想
や
後

期
基
本
計
画
等
を
踏
ま
え
て
、

学
校
規
模
が
適
正
化
さ
れ
た
後

に
お
い
て
も
、
人
口
減
少
や
地

域
経
済
の
停
滞
と
い
っ
た
課
題

に
対
応
し
、
誰
も
が
豊
か
で
安

全
安
心
で
住
み
よ
い
町
と
な
る

よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

質
問　

特
に
、
神
木
地
区
を

例
に
と
れ
ば
、
学
校
が
な
く
な

る
こ
と
に
よ
り
、
若
い
世
代
の

定
住
が
ど
う
な
る
の
か
、ま
た
、

学
校
と
地
域
の
関
係
が
希
薄
化

し
て
、
交
流
機
会
が
減
少
す
る

の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

町
長
の
考
え
は
！

答
弁　

こ
れ
ま
で
や
っ
て
き

た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て

い
く
の
で
は
な
く
、
変
化
を
持

た
せ
、
見
直
し
を
含
め
て
改
革

し
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
思
い

で
進
め
ま
す
。

提
案　

三
重
大
学
が
地
域
課

題
の
解
決
案
と
し
て
、
神
木
地

区
で
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
、

高
速
大
容
量
の
通
信
シ
ス
テ

ム
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
カ
ル
５

Ｇ
」
の
取
り
組
み
、
ま
た
、「
な

か
よ
し
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
移

転
に
よ
る
仮
称
「
神
木
活
性
化

施
設
」
の
建
設
を
予
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
学
校
が
な
く

お
り
、
文
化
財
と
し
て
の
記
念

物
は
法
律
に
お
い
て
、
我
が
国

に
と
っ
て
学
術
上
価
値
の
高
い

も
の
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、教
育
委
員
会
と
し
て
も
、

紀
州
犬
は
そ
の
歴
史
が
長
く
、

日
本
の
文
化
や
伝
統
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
犬
種

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

質
問　

㈡�

紀
州
犬
に
つ
い
て

は
、
保
存
と
普
及
に
向
け
た
取

り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

考
え
は
！

答
弁　

紀
州
犬
が
国
の
文
化

財
と
し
て
我
が
国
の
歴
史
や
文

化
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

重
要
な
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
ま
た
、
将
来
の
文
化
向

上
、
発
展
の
基
礎
を
な
す
も
の

で
あ
る
と
教
育
委
員
会
と
し
て

認
識
し
て
お
り
、
今
後
、
三
重

県
教
育
委
員
会
や
御
浜
町
文
化

な
っ
て
も
地
域
の
活
力
を
維
持

で
き
る
よ
う
支
援
を
後
押
し
す

る
必
要
が
求
め
ら
れ
ま
す
。　

　

ま
た
、
廃
校
の
利
活
用
に
つ

い
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企

業
の
誘
致
、
レ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ

ス
、
滞
在
型
宿
泊
施
設
、
陸
上

養
殖
、
宅
地
造
成
、
モ
ジ
ュ
ー

ル
型
植
物
工
場
等
色
々
な
ケ
ー

ス
が
考
え
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が

生
ま
れ
、
御
浜
町
が
様
変
わ
り

す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

学
校
統
合
に
絡
む
町
づ
く
り

は
、
重
大
な
案
件
で
あ
っ
て
、

今
の
う
ち
か
ら
真
剣
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

質
問　

㈠
阪
本
地
区
は
、
紀

州
犬
の
先
祖
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
飼
い
主
が
減
少
し
、

紀
州
犬
そ
の
も
の
の
存
続
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。
当
町
と
し

て
紀
州
犬
に
対
す
る
考
え
を
尋

ね
ま
す
。

答
弁　

紀
州
犬
に
つ
い
て
は
、

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
、
国

の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

財
調
査
委
員
会
と
連
携
し
て
い

く
中
で
、
紀
州
犬
の
文
化
的
価

値
を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
努
め

ま
す
。

要
望　

紀
州
犬
の
ふ
る
さ
と

で
も
あ
る
阪
本
地
区
で
紀
州
犬

が
な
く
な
る
と
、
そ
の
存
在
価

値
が
薄
れ
、
紀
州
犬
の
歴
史
が

な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心

配
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
道
３
１
１
号
に
設

置
の
紀
州
犬
に
係
る
看
板
は
、

老
朽
化
し
て
お
り
、
建
て
替
え

の
検
討
を
す
べ
き
で
は
！

答
弁　

地
元
の
意
向
を
聞
き

な
が
ら
、
教
育
委
員
会
と
も
話

し
を
す
る
中
で
、
今
後
、
検
討

い
た
し
ま
す
。

一�　

御
浜
町
学
校
規
模
適
正

化
を
見
据
え
た
町
づ
く
り

に
つ
い
て

二�　

紀
州
犬
の
保
存
・
普
及

に
つ
い
て



8

一 般 質 問

Ｊ
Ｒ
阿
田
和
駅
の
駅
舎
建
て
替
え
に
つ
い
て

質
問　

八
月
二
十
七
日
開
催

さ
れ
た
全
員
協
議
会
で
、
Ｊ
Ｒ

東
海
か
ら
の
報
告
内
容
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。
七
月
Ｊ
Ｒ
東

海
の
担
当
者
が
役
場
を
訪
れ

て
。

①
Ｊ
Ｒ
東
海
に
よ
る
撤
去
、
駅

舎
の
建
て
替
え
を
希
望
す
る
。

②
Ｊ
Ｒ
東
海
に
よ
る
撤
去
の

後
、
町
が
複
合
目
的
な
駅
舎
を

建
設
す
る
。
と
い
う
案
を
示
し

ま
し
た
。

　

町
と
し
て
は
、
本
年
度
中
に

①
の
案
を
希
望
す
る
回
答
を
す

る
予
定
だ
そ
う
で
す
。

　

町
は
企
画
課
か
ら
全
課
に
対

し
て
各
種
の
事
業
に
お
け
る
阿

田
和
駅
の
敷
地
を
活
用
し
た
事

業
の
計
画
検
討
の
有
無
を
調
整

し
た
が
該
当
が
な
か
っ
た
と
い

う
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
聞

き
取
り
を
さ
れ
た
の
か
、
ど
う

い
う
聞
き
方
を
さ
れ
た
の
か
。

　

第
６
次
御
浜
町
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
策
定
中
の
さ
な
か

で
は
な
い
で
す
か
。
先
ほ
ど
町

長
は
キ
ー
ワ
ー
ド
で
「
改
革
」

と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。「
改
革
を
し
な
い
と
発

展
は
な
い
。
変
化
を
も
た
ら
し

て
い
き
た
い
。」
と
。

　

正
反
対
の
こ
と
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
ど

お
り
で
で
は
難
し
い
こ
と
に
挑

戦
し
て
い
く
の
が
こ
れ
か
ら
の

時
代
だ
と
思
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
も
っ
と
説

明
を
し
、
良
い
考
え
を
い
た
だ

く
の
が
基
本
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

し
っ
か
り
と
、
聞
い
て
く
だ
さ

い
。
そ
し
て
Ｊ
Ｒ
東
海
に
は
、

②
番
で
お
願
い
し
ま
す
と
答
え

る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

答
弁　

ご
提
案
し
て
い
た
だ

け
る
建
物
が
、
適
す
る
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
み
ん

な
が
判
断
し
て
、
み
ん
な
の
意

見
も
聞
い
て
、
検
討
し
た
い
。

　

中
高
生
世
代
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
阿
田
和
駅
の
こ
れ
か
ら
に
つ

い
て
を
ぜ
ひ
盛
り
込
ん
で
ほ

し
い
と
考
え
ま
す
。
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
も
テ
ー
マ
に
す
る

べ
き
で
す
。

答
弁　

現
時
点
で
具
体
的
な

計
画
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

Ｊ
Ｒ
東
海
に
よ
る
駅
舎
の
撤
去

と
建
て
替
え
を
希
望
す
る
旨
の

回
答
を
予
定
し
て
い
る
。

質
問　

各
課
に
は
口
頭
で
説

明
さ
れ
ま
し
た
か
。
書
類
で
す

か
。

答
弁　

メ
ー
ル
で
照
会
し
た
。

幹
部
会
議
で
も
回
答
を
お
願
い

し
た
が
、
３
週
間
ほ
ど
経
っ
て

も
提
案
が
な
か
っ
た
。

質
問　

阿
田
和
駅
を
こ
ん
な

ふ
う
に
し
た
い
ん
だ
と
い
う
機

運
が
盛
り
上
が
っ
た
ら
、
ぜ
ひ

町
長
は
そ
の
人
た
ち
の
意
見
を

宇城　公子 議員

イシガキチョウ アサギマダラ
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一 般 質 問

獣
害(

特
に
鹿)

対
策
な
し
で
ミ
カ
ン
産
地
再
生
な
し

観
光
政
策
の
成
果
無
け
れ
ば
事
業
の
縮
小
し
な
い
と

駐
在
所
は
犯
罪
抑
止
力
、
誰
で
も
解
る
所
に
建
設
を

小
中
学
校
統
合
、
魅
力
あ
る
教
育
で
町
の
発
展
に
期
待

質
問　

新
規
就
農
者
が
増
え

新
た
に
苗
木
を
植
え
て
も
鹿
に

食
べ
ら
れ
て
苗
木
が
育
た
な
い

た
め
園
地
の
拡
大
が
困
難
。

　

ミ
カ
ン
産
地
再
生
を
最
優
先

で
取
組
む
事
を
宣
言
し
て
い
る

町
長
、
早
急
に
成
果
の
出
る
獣

害
対
策
を
し
て
く
だ
さ
い
。

答
弁　

非
常
に
重
要
な
問
題

と
認
識
し
て
い
る
。

　

猟
友
会
も
含
め
獣
害
対
策
に

な
る
よ
う
施
策
を
打
っ
て
い
く

と
い
う
思
い
で
す
。

意
見　

ミ
カ
ン
産
地
最
優
先

の
御
浜
町
で
す
が
獣
害
対
策
無

し
で
再
生
は
あ
り
え
ま
せ
ん
！

質
問　

観
光
事
業
を
始
め
て

６
年
が
経
過
、
当
初
外
国
人
旅

行
者
で
年
間
４
億
円
経
済
効
果

が
あ
る
と
説
明
を
受
け
て
い
た

が
全
く
無
い
の
で
は
。

　

観
光
産
業
が
御
浜
町
で
難
し

い
の
で
あ
れ
ば
ブ
レ
ー
キ
を
踏

ん
で
様
子
を
見
て
は
い
か
が
で

す
か
？

質
問　

御
浜
小
学
校
前
の
町

有
地
に
市
木
駐
在
所
が
建
設
予

定
。
５
年
後
、
御
浜
小
学
校
は

統
合
に
よ
り
移
転
し
ま
す
。

　

神
志
山
駐
在
所
が
廃
止
さ
れ

建
て
ら
れ
た
市
木
駐
在
所
が
志

原
神
木
地
区
を
所
管
す
る
。

　

移
転
後
は
殆
ど
の
町
民
は
駐

在
所
を
目
に
す
る
事
が
な
い
と

想
定
さ
れ
ま
す
。

　

地
域
の
安
全
安
心
を
守
る
駐

在
所
は
、
誰
で
も
よ
く
解
る
広

い
幹
線
道
路
沿
い
に
建
て
て
犯

罪
抑
止
力
、
住
民
の
よ
り
所
と

し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
が
？

答
弁　

建
設
予
定
地
は
、
不

適
切
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

答
弁　

観
光
は
１
，
２
年
で

成
果
が
で
る
と
思
っ
て
い
ま
せ

ん
。
10
年
か
ら
40
年
か
か
る
と

思
い
ま
す
。
長
い
期
間
か
か
る

と
思
い
ま
す
が
、
観
光
は
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。

意
見　

観
光
に
舵
を
き
っ
て

既
に
６
年
毎
年
多
額
の
予
算
を

使
っ
て
、
成
果
が
出
な
い
40
年

後
誰
が
責
任
を
取
る
の
か
！

質
問　

小
中
学
校
が
統
合
し

て
新
し
く
出
来
る
学
校
の
メ

リ
ッ
ト
は
？

答
弁　

御
浜
町
の
子
育
て
環
境

を
充
実
さ
せ
若
い
子
育
て
世
代

が
御
浜
町
に
住
ん
で
み
た
い
と

思
っ
て
頂
け
る
よ
う
な
大
き
な

魅
力
の
１
つ
に
な
る
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

毎
回
毎
回
の
指
摘
で
す
が

獣
害
に
よ
る
農
産
物
の
被
害

が
深
刻
、政
治
力
で
解
決
を
！

　
御
浜
町
は
観
光
の
町
で
は

な
く
、
ミ
カ
ン
を
中
心
と
し

た
第
一
次
産
業
の
町
で
す
。

　

町
民
の
生
命
財
産
、
安
全

安
心
な
居
住
環
境
を
作
る
の

が
町
長
の
責
務
で
は
な
い
か

　
御
浜
中
、
阿
田
和
中
、
御
浜

小
、阿
田
和
小
、神
志
山
小
は
、

少
子
化
を
見
据
え
て
廃
止
予

定
で
す
。
将
来
展
望
は

髙岡　洋 議員
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　令和 6年 5月に実施した「地域の皆さんと議会との懇談会」には、多くの町内の皆さん
にご参加いただき、誠にありがとうございました。御浜町地域活性化調査研究特別委員会
の協議を経て、議会として意見・要望等を抽出し、8月 21 日、町長、教育長に対し、「ま
ちづくりに関する提言書」の提出を行いました。
　9月 24 日、議会（議長、特別委員長）に対する回答がありましたので、その内容をお
知らせします。

地域の皆さんと議会との懇談会について

⑴�柑橘を主としたまちづくりについて
　基幹産業でもある柑橘中心とした町づくりが求
められる。柑橘に係る産地再生に向けた取り組み
を今後とも推進すること。

回答）重点プロジェクト「暮らしの活力を生み出
す地域活性化プロジェクト」に基づき、みかん産
地の再生を地域全体の取り組みとして推進してま
いります。

⑵�稲作農業の振興について
　稲作に係る各種課題を整理し、積極的な対策を
講じること。

回答）稲作農家との話し合いや地域計画の会合な
どで出された意見等を精査し、課題を整理しなが
ら対策を検討してまいります。

⑶�学校給食として有機、無農薬農業の普及について
　食の安全を高め、土壌汚染や生態系の保全につ
ながる有機農業の普及を図ること。また、子ども
の心身の成長を手助けし、環境保全にもつながる
オーガニック給食を推進すること。

回答）有機、無農薬農業については、県の指導を
要請してまいります。また、学校給食においては、
「食を通じた心身の健全な成長」の理念の下、栄養
バランスの取れた給食を実施します。

⑷�農業振興地域制度について
　荒廃農地等の有効活用を図るため、太陽光発電
などの設置を考えている住民がいる。農業振興地
域制度が妨げとなることから同制度の見直し、対

応方法がないか検討すること。

回答）太陽光発電による土地利用については、農
用地区域外での設置を指導しています。農用地区
域の見直しについては、申請に基づく、一般管理
及び町の方針に基づく特別管理により検討してま
いります。

⑸�尾呂志地区における農業に係る地域計画について
　同計画は、法に基づく計画で令和５年度から６
年度で策定すると聞いている。地区全体の農業を
協議することが重要で、このことが地域ぐるみの
取り組みにもつながる。同計画を確実に実行する
こと。

回答）昨年度より地域計画策定に向け尾呂志地区
においても話し合いを始めています。今年度も話
し合いを実施し、年度内に策定いたします。

⑹�農業用レンタル機械の普及について
　移住者・初心者でも農業ができるようレンタル
機械の普及、広報に努めること。

回答）町では、新規就農者などの初期投資軽減を
目的に、昨年度より農業用機械・施設バンクを創
設し運営しています。利用促進に向けて、周知を
図ってまいります。

⑺�就農への参加拡大について
　農業に係る多忙時期における労働力を確保する
ため、アルバイト感覚で農作業を手伝うことがで
きるシステムを検討すること。

回答）現在、ＪＡ伊勢のアルバイター制度が運用
されていますが、更なる雇用労働力の確保に向け

１．農林水産業の振興について
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て支援してまいります。

⑻�荒廃農地対策について
　耕作放棄地、荒廃農地が増え続け、雑草、草木
が隣接の農地へも広がり問題となっている。荒廃
農地対策を加速すること。

回答）農地の適切な管理維持は、所有者責任にお
いて行っていただくことが大前提と考えています。
必要に応じて、適切な維持管理の指導は、行うこ
ととしています。維持管理が不可能であれば、農
地バンク制度等の活用等により、第三者への譲渡
や貸与などによる集積を推進してまいります。

⑼�国道 42号役場前みかんの植栽について
　以前にも問題となったが、同所のみかんの植栽
については、「年中みかんのとれるまち」としての
イメージアップにつながっているのかどうか疑問
である。
　苗木の生育を強化するとか、小木を植え替える
などして、観光客等に好感度の印象を与えるよう
な対策を講じること。

回答）生育の悪い小木を伐採し、樹間距離を広く
するなどの対策を講じてまいります。

⑽�新規就農者に対する実態把握について
　当町を選び来ていただいた新規就農者の実態が
分かりづらい。理由は分からないが行方不明の移
住者もいる。新規就農者にはサポーターがいると
聞いているが、移住者の実態把握と相談体制の整
備など支援体制を強化すること。

回答）新規就農者の実態把握と相談体制の強化充
実に努めてまいります。

⑾�獣害対策の強化について
　獣害による農作物の被害が拡大しつつある。各
種対策を講じているが獣害対策予算の引き上げも
必要ではないか。獣害の処分費用については、１
市２町同一であると聞いているが、狩猟を生計、
稼業とするためにも、処分費用の引き上げを検討
すること。また、狩猟免許取得に係る費用につい
ても同様に検討すること。

回答）昨年まで有害鳥獣駆除補助金の交付対象か

ら除外していた狩猟期間（11 月 15 日～３月 15 日）
も今年から対象とし、取り組みを強化しています。
今後とも猟友会等の関係機関と連携し、取り組み
を推進してまいります。

⑿�柑橘のジュース加工の迅速化について
　柑橘ジュース加工については、ピネと熊野市金
山町にある施設において実施しているが、繁忙期
になれば 1か月以上かかり、保存のみかんが腐る
傾向にある。業者との連携を強化してジュース加
工の迅速化を推進すること。

回答）地元からの要望として、株式会社パーク七
里御浜に伝えてまいります。

⒀�農地バンクの積極的な活用について
　農地バンクの登録が年々増えているときいてい
るが、農地活用を推進しないと荒廃地が増え、隣
接農地にも影響を及ぼすことになる。広報を強化
するなどして、農地バンクの推進をすること。

回答）新規就農者及び規模拡大を希望する生産者
への農地の流動化や、荒廃地の抑制を目的に、町
の農地バンクを創設し、運営しています。登録さ
れた農地の約 1/3 にあたる約 13ha 貸し出されてい
ます。今後も積極的に推進してまいります。

⒁�新規就農者について
　新規就農者を募集しているが問題となるのは住
居である。住居を確保してから募集するなど住居
の確保を推進すること。

回答）住宅の確保については、地域全体での対応
が有効と考えています。そのため、地域内への取
組の広報を充実させ、空き家活用の機運の醸成を
図ってまいります。

⒂�柑橘に係る観光分野への参入について
　当町は「年中みかんがとれるまち」をキャッチ
フレーズにしており、町の方針として観光分野に
も力をいれているが、柑橘に係る観光分野への進
出はいまいちである。他の町では、みかん狩りや
オーナー制度を実施している。柑橘と観光をミッ
クスした施策を推進すること。

回答）観光分野への参入を検討している事業主か
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ら相談があれば、起業に向けて支援してまいりま
す。

⒃�荒廃した山林対策について
　高齢化や人手不足により山林の管理がされず、
土砂崩れなどの環境保全が懸念される。問題とな
った山地については、町が買い取る自治体もある。
荒廃した山林対策を推進すること。

回答）ご指摘の課題解決を目的に、現在、町では
森林環境譲与税などを使って、山林の整備に着手
しています。

⑴�阿田和駅、ピネ周辺の環境整備について
　阿田和駅周辺は、御浜町の玄関口とも言われが
ちであるが、道路周辺は、草木が生い茂り、環境
の悪さを感じる。来訪者も多いことから、周辺で
の環境整備を推進すること。

回答）町道の適切な維持管理、環境整備に努めて
まいります。また、国道につきましては、国に対
して、引き続き、要望してまいります。

⑵�文化財等を利用した観光対策について
　当町には、文化財、名勝地等貴重な遺産等が多
く存在する。例えば
〇高千良山への登山道（整備が必要）
〇熊野古道と紀州犬とのツアー
〇�巨木天然記念物（引作の大クス、神木のイヌマキ、
市木のいぶき）ツアー
〇�神木ガマ石（ひよかぐら前にある）
等あることから文化財等を活用した観光対策を推
進すること。

回答）今後も、世界遺産である熊野古道はもとより、
町の様々な資源を活用した魅力ある観光商品開発
を支援してまいります。

⑶�商工等に係る情報の提供について
　地域おこし協力隊の活動状況やＫｉｉカードの
意図、産直市場ロコの経営状況など分かりやすく
情報提供すること。

回答）地域おこし協力隊の活動状況については、
広報みはまを通じ周知してまいります。Ｋｉｉｃ
ａｒｄにつきましても、Kｉｉｃａｒｄ事務局と
連携を図り情報提供に努めます。
　産直市場ロコの経営状況については、わかりや
すく情報提供してまいります。

⑷�ボランティア活動による景勝地の管理について
　熊野古道と近畿自然歩道をボランティアで維持
管理している方がいる。管理の実態を把握し、公
的な管理委託は複数人数で対応することを検討す
ること。

回答）現在、熊野古道及び近畿自然歩道の公的維
持管理は、町内在住の方に月１回のパトロールを
依頼し、手数料を支払いしております。
　パトロール員の安全面も考えて、今後の対応を
検討してまいります。

⑴�婚活支援について
　結婚を希望する皆さんとの出会いを支援してい
る「みえ出逢いサポートセンター」について積極
的に広報するとともに、当町独自の婚活パーティ
の実施を検討すること。

回答）みえ出逢いサポートセンターの取り組み内
容、各種イベントの開催予定などについては、町
ホームページなどで広報しています。町において
も出逢い支援に繋がる各種イベントを近隣市町と
連携して企画、開催していますが、今後も取り組
んでまいります。

⑵�生活に係る店舗の集約化について
　過疎化により、理容院、ガソリンスタンド等が
廃業して生活に支障を及ぼしている。
　既存の店舗を再編、集約などして、地域住民が
生活しやすい環境の実現に向けた対策を推進する
こと。

回答）今後も「安全・安心で快適に生活できるま
ちづくり」、「活力と魅力を生み出すまちづくり」
を目標に、公共交通体系の維持や移動支援、小規
模店舗の継続支援などを通じ暮らしやすいまちを
目指し、各種施策を推進してまいります。

２．商工観光について

３．人口減、過疎化対策について
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⑴�県道上市木停車場線、上市木交差点から東約
60ｍ先にある橋周辺の歩道整備

回答）三重県に対して早期着手するよう引き続き
要望してまいります。

⑵�志原公民館から水田を通り志原川に至る幅員の
狭い道路

回答）ご指摘の道路については、農道として整備
済です。一般の通行車両につきましては、県道御
浜北山線及び県道鵜殿熊野線をご利用いただくよ
う周知を検討してまいります。

⑶�尾呂志地区水田の耕地整理

回答）必要となる地権者の合意がされれば、三重
県に圃場整備事業を要望してまいります。

⑷�黒岩池からの水田に至る水路

回答）水路利用者に対する町単独事業の小規模補
助事業制度があるので、活用を促進してまいりま
す。

⑴�空き家対策について
　今後予想される空き家について、積極的に実態
把握に努めること。

回答）平成 30 年度に町内の空き家の現状を調査し、
御浜町空き家対策計画を策定しているところです
が、来年度追跡調査を予定しており、空き家適正
管理に向け様々な方策を検討してまいります。
　なお、空き家利活用については、移住・定住対
策の一環として空き家バンク制度の運営などを通
じ、空き家の有効活用を推進してまいります。

⑴�教育費無償化の枠拡大について
　近隣市町へ通学の児童生徒への給食費の無償化
とアレルギーのある児童生徒が持参する弁当への

助成を検討すること。

回答）近隣市町へ通学する児童生徒等への給食費
相当分の支援は既に実施しています。アレルギー
により弁当を持参する児童生徒への給食費相当分
の支援については今年度からの対応を考えていま
す。

⑵�タブレット使用の教育
　中学生においては、タブレット使用による教育
により成果を上げていると聞いているが、低学年
の小学生については、学力低下や電磁波によるエ
ネルギー問題もあり、タブレット活用は慎重にし、
紙媒体との選択制も検討すること。

回答）小学生、中学生ともに様々な学習場面でＩ
ＣＴ技術を活用した教育を進めており、一人一台
端末を利用した学習が効果を挙げています。ＩＣ
Ｔ機器の利活用については、国や県の指導に基づ
いた適切な対応に努めます。

⑶�「市木のいぶき」の開放について
　市木のいぶきについて、誰もが自由に行き来し
て鑑賞できるよう推進すること。

回答）放課後デイサービス「ソレイユ」（市木保育
所）の敷地一部（南側プール付近）を教育財産とし、
「市木いぶき」の鑑賞スペースやそこに至る通路を
確保すべく、本年度に準備を進め、令和７年度の
工事を目指します。

⑴�災害時の備蓄食糧の確保について
　中立地区については、備蓄食糧が少量であり、
また、避難場所については、尾呂志川にちかいこ
とから高い場所への移転を検討すること。

回答）備蓄食糧の分散備蓄量及び指定避難所の変
更については今後自主防災組織と相談しながら検
討してまいります。

⑵�家屋倒壊対策の強化について
　今後予想される南海トラフ地震に備えるため、
能登半島地震を教訓に、家屋倒壊対策を強化する
こと。

４．道路環境等の整備について

５．空き家対策について

７．防災関係について

６．教育関係について
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回答）家屋倒壊対策につきましては、所有者にお
いて取り組んでいただくことが必要ですので、無
料の耐震診断や補強等への補助金等の支援制度の
情報提供に引き続き取り組むとともに、耐震シェ
ルター設置補助金、木造住宅の耐震補強補助金等
の拡充に努めてまいります。

⑶�避難誘導道路の確保
　災害発生地においては、道路の遮断が復興への
妨げとなることから、高速道路を含む一般道につ
いて、再度、見直しを実施して、災害時における
安全で円滑な道路交通を確保するための対策を推
進すること。

回答）災害時の円滑な避難、救援、復旧活動を支
える高速道路や主要幹線道路については、国、県
に対し、施設の強靭化対策の計画的な推進を引き
続き要望してまいります。
　町道につきましては、安全点検や橋梁の耐震対
策等に取り組むとともに、避難路対策として、夜
間の発災時、歩行での避難が安全に行えるよう、
停電時でも点灯する防犯灯への切り替えを主要な
箇所から実施してまいります。

⑷�自治体との広域支援体制の強化について　
　災害時においては、個人のボランティア、NPO、
その他さまざまな団体が被災地に駆けつけ、国、
地方公共団体が手の届かない、きめ細やかな被害
者支援活動を展開していることから、支援体制の
強化が求められる。色々な自治体との広域支援体
制を築くこと。

回答）広域支援及び相互の災害応援協定について
は、長野県松本市の他、複数の自治体や団体と締
結していますが、今後とも相互に有益な相手先と
の締結を検討してまいります。

⑸�衛生通信機能の活用について　
　能登半島地震では、集落の孤立が問題となった
が、情報の集約が重要と考えられることから、ス
ターリンクなどの衛星通信を検討すること。

回答）衛星電話やデジタル簡易無線については、
すでに整備しておりますが、能登半島地震での課
題を踏まえ、衛星通信設備の整備を検討してまい
ります。

⑹�消火栓の設置場所の点検について　
　当地震の発生により、多くの家屋が倒壊して、
消火栓が下敷きとなり使えなかったと聞いている。
消火栓設置場所について点検すること。

回答）消火栓の設置場所については、順次点検を
実施いたします。

⑺�復興計画について　
　災害発生地時の対応については、防災計画にお
いて示されているところであるが、災害発生後の
復興計画についても、同計画で示されているのか
説明すること。

回答）地域防災計画「風水害等対策編」の第５部
「被災者支援・復旧対策」及び「地震・津波対策編」
の第４部「復旧・復興対策」に示しています。

補足　�復興体制を確立し、復興方針を策定した後、
災害復旧事業計画を立てることとなってい
ます。

⑻�災害時における電源の確保について
　災害時においては、電源の確保が生活、災害復
旧活動等に大きく影響を及ぼすことから、ポータ
ブル電源、非常用発電機の整備を確保しておくこ
と。

回答）避難所用として、県の被害想定に準じた算
出をもとに、空調対応可能な大型の発電機を４台、
ソーラー充電可能なポータブル電源を 18 台、小型
発電機を 33 台備蓄しております。
　今後の県の被害想定の見直しに合わせて検討し
てまいります。

⑴�太陽光設備に係る排水路整備について
　さぎりの里上方に設置の太陽光発電設備に伴う
排水路整備について、今後の方針を説明すること。

回答）さぎりの里上方にある全ての太陽光発電設
備事業者に対して、除草作業の際には石垣部分へ
の除草剤の使用を控え、草刈り機等による除草を
行うよう通知しています。
　また、当地区では、県営中山間地域総合整備事

８．環境関係について
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業において計画している町道役所線の道路改良に
合わせて、排水路の整備を検討してまいります。

⑵�尾呂志地区牛舎による排水に係る水質汚染、悪
臭問題について

　水質汚濁防止法による排水基準、家畜頭数につ
いて、業者と地元との話し合いの場を設けるなど、
問題解決に向けた対応を推進すること。

回答）夏と冬に年２回の水質検査、毎月の臭気調
査を実施しております。また、関係者間の話合い
についても実施しており、今後も引き続き問題の
解決に向けて対応してまいります。

⑶�ゴミ収集について
　ボックスにゴミを入れる等ゴミ収集についての
利便性を検討すること。

回答）ごみステーション毎のごみの量を勘案しな
がら、ボックスの大きさ・形状および数量を配置
しています。今後も老朽化による取替を含め、適
切に配置してまいります。
　また、ゴミの分別や収集の利便性の向上につい
ても検討してまいります。

⑷�ゴミステーションについて　
　ゴミ出しマナーを守るよう啓発活動を適宜行い、
必要に応じて防犯カメラを設置すること。

回答）悪質なごみ出しが続いているごみステーシ
ョンには、監視カメラと注意看板を設置し対応し
ています。今後も悪質なごみ出しに対しては、監
視カメラ等の設置を行ってまいります。
　なお、ごみステーションは、利用される地域住
民の皆さんと一緒になって清潔に保つよう努めて
まいります。

⑴�要介護者に対する介護の徹底について
　介護を必要とする方に対する介護を徹底するこ
と。

回答）紀南介護広域連合との連携を図りながら、
介護を必要とする方に必要なサービスが受けられ
るよう取り組みます。

⑵�障害者に対する肺がん検診について
　町の肺がん検診で車いす受診希望者が拒否され
た事例がある。車椅子対象者に対する肺がん検診
を検討すること。

回答）集団検診における、車いす対応検診車の確
保について検討してまいります。

⑶�阿田和保育園移転問題について　
　阿田和保育園移転予定地にある高圧線（鉄塔や
送電線）について、発育途中の子どもへの電磁波
過敏症への問題、対応方法等を説明すること。

回答）第三者機関で実施した電磁波の強さの測定
結果を国際的なガイドライン等に照らし合わせ、
電磁波が人体に与える影響は認められていないこ
となどを説明してまいります。

⑷�障害者に対する啓発活動について
　「障害者差別解消法」や「御浜町障がい者計画」
を多くの障がい者及びその家族が知らないことか
ら広報啓発を推進すること。

回答）町広報誌やホームページにおいて、「障害者
差別解消法」や「御浜町障がい者計画」の内容を
広報してまいります。

　広報誌「広報みはま」を配布するに際し、新規
居住者に対する情報がないため、広報誌の配布が
遅れる場合がある。広報配布責任者に対して新規
居住者に係る情報提供をすること。

回答）新規居住者（転入者）の方が、住民登録等
された際には、総務課で住所氏名等を聞き取りし、
広報連絡員の方に新規配布先と地図を一緒にご連
絡しています。（ただし、総務課で確認が取れない
方は、広報連絡員の方からご連絡をいただく等の
ご協力をいただいております。）

９．福祉関係について

10．新規居住者に対する広報誌の配布
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※�定例会など本会議の模様は、御浜町公式ホームページ『議会録画中継』でご覧いた
だけます。下記ＱＲコードを読み込んでご覧ください。

〒519－5292
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和 6120 番地 1
Tel 05979－3－0524　 Fax 05979－2－3502
E-mail  m-gikai@town.mihama.mie.jp

～議会を傍聴してみませんか～
　本会議はどなたでも傍聴できます。傍聴席は一般席が 18 席、車椅子で傍聴できるスペースが
２台分あります。傍聴を希望される方は、役場庁舎３階の傍聴受付で、住所・氏名を記入のう
え入場してください。

（車椅子で傍聴を希望される方、又、児童及び乳幼児を連れて傍聴する方は、事前に事務局まで
ご連絡ください。）
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